
仕 様 書 

 

１．委 託 名   第 27 回参議院議員通常選挙に伴うポスター掲示場設置撤去業務委託 

 

２．委託場所   門真市内指定場所 229 箇所 

 

３．作成枚数   参議院議員通常選挙：234 枚（予備５枚を含む。） 

 

４．設置方法   別紙図面による 想定数  フェンス固定  181 箇所 

                      ブロック固定   15 箇所 

                      野建て（自立型） 33 箇所 

         ※設置箇所の変更に伴い、設置方法を変更する場合があります。 

 

５．選挙期日   令和７年７月 20 日を予定 

        

６．期  間   【委託】契約締結日から選挙期日５日後まで 

【設置】公示日の４日前まで 

         【撤去】選挙期日の翌日から選挙期日５日後まで 

         設置・撤去期間について、委託期間等により受注者と必要に 

応じて別途協議できるものする。 

 

７．規  格   掲 示 板：再生パルプ耐水ボード又は再生樹脂ボード又はベニヤ板 

          （厚みは 3.0～3.5mm とする。） 

          表 題 部：印刷は 04-02 （案 1） 仕様書、04-02 （案２） 仕様書

のどちらかに準ずる。ただし、選挙日の確定時期によっ

ては、印刷内容に変更が生じる可能性がある。（印刷は、

耐水インクを使用） 

 

         段組区画数：２段 10 列 20 区画 

上記の段組区画数は見込みであり変更が生じた場合は、選挙管理委員

会事務局の指示により同内容で履行するものとする。 

 

 

８．用  材   支柱、木杭、角材、番線、釘、ボルト、その他取付金具等を適宜用い

るが、材木類、番線等については、可能な限り未使用品、美品を使用



すること。 

番線等（ビニール等被覆のあるもの）については 10 番以上の太さ、

釘はスクリュー釘を使用すること。 

 

９．施工準備   施工期日の前に設置場所、設置方法等の確認調査を行うこと。 

設置に伴う人員、車輌等の一切の経費は受注者の負担とする。 

 

10．記録写真   設置後全景の写真撮影をし、投票区、一連番号順に整理し提出するこ

と。 

 

11．支払条件   完了払 

 

12．その他付帯条件 

①本業務は、ポスター掲示場の制作、設置、補修、補強、移設等設置期間中の管理及び

撤去（運搬を含む。）を業務とする。 

②天候にかかわらず「６．期間」を遵守すること。 

③設置当日現場の状況によっては、設置方法の変更、場所の移動等が生じる場合がある。 

④設置期間中災害又は事故等による破損、汚損等のために取替え、補修、設置場所の移

動等緊急時における出動体制を整えておくこと。 

⑤撤去した掲示板は、業者責任において速やかに再生処理が可能な業者へ搬送すること。 

⑥設置場所等に関する地図その他の資料の配布は、選挙管理委員会事務局において指定

する日時に行う。 

⑦設置に伴う事故に備えて保険に加入すること。 

⑧その他、別紙注意書により所定の作業、事務処理を行うこと。 

⑨ポスター掲示場の候補者枠の増加が生じた場合、受注者と協議すること。 

⑩設置方法やポスター掲示場の耐久不足等の原因により、公正な選挙事務執行に影響を

及ぼすと選挙管理委員会事務局が認める時は、受注者の責と負担により迅速に現状に

復すこと。 

⑪設置・撤去作業の際、作業を行う者は契約の履行に関連する業務の場において、業務

に関係のない会話（私語）は控えること。 

⑫市が指定する 25箇所のポスター掲示場（仕様書 04-07 参照）については、掲示場の土

地所有者の自宅へ設営前に訪問し、市が受注者へ提供する謝礼品を渡すこと。不在等

で渡せない場合、撤去前に再度訪問する。（複数回訪問しても会えない場合には、市に

報告した上でその渡し方について協議するものとする。） 


